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令和５年 第７回山ノ内町農業委員会総会議事録 

 １．総会の種類   定例 

 ２．開催の告示期日   令和５年７月１１日 

 ３．開催通知の期日   令和５年７月１１日 

 ４．招集期日   令和５年７月３１日 

 ５．招集場所   町文化センター３階ホール 

 ６．招集者   山ノ内町農業委員会会長 山本善孝 

 ７．開催時刻   午後 ４時００分 

 ８．議長氏名   山本善孝 

 ９．委員出欠席 議席 氏 名  議席 氏 名  

１ 湯本幸作 出 １０ 藤浦忠広 出 

２ 湯本久万 出 １２ 下田和浩 出 

３ 小古井英雄 出 １３ 小池俊治 出 

４ 下田健志 出 １４ 齊藤蝶次郎 出 

５ 山口 剛 出 １５ 佐藤次雄 出 

６ 望月美知子 出 １６ 藤浦忠広 出 

７ 福井敏彦 出 １７ 湯本貴文 出 

８ 渡辺輝子 出 １８ 上原 仁 出 

９ 湯本 浩 出 １９ 山本善孝 出 

１０．事務局出欠席 事務局長 宮崎弘之 出 

係  長 青木重喜 出 

書  記 山岸孝子 出 

書  記 小林万里奈 出 

書  記 石川政志 出 

１１．報告事項 

 

 報告第１５号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 

１２．提出議案 

 

 議案第１９号  農用地利用集積計画の承認について 

 

１３．その他 

 

 農業経営基盤強化の市町村基本構想の見直しについて 

 令和５年度北信州農村女性のつどいの出欠について 

 農業委員会卒業旅行について 

 農用地利用状況調査（農地パトロール）について 
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＜開会＞ 

会長代理 皆様ご苦労さまです。定刻よりちょっと早いのですが、皆様おそろいになりました

ので、ただいまより第７回山ノ内町農業委員会定例総会を始めさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

まず初めに、招集者挨拶、諸般の状況ということで山本会長、よろしくお願いいた

します。 

 

＜招集者挨拶＞ 

会 長  皆さん、こんにちは。 

７月に入ってから暑い日が続いていますけれども、この暑さはちょっと異常な暑さ

に感じるわけですけれども、皆様も雨が欲しいなと思われているとは思います。雷

予報自体は出ているみたいなのですけれども、まだこちらのほうには雷自体、雷雨

自体が来ないという雷雨待ちの、雨待ちみたいなところですけれども、台風のほう

もこちらのほうに向きつつあるということで、被害に遭ってもまずいのですけれど

も、雨も多少は欲しいなという時期ですけれども、暑い中、皆さんもまた熱中症に

気をつけながら作業をしていただきまして、仕事のほうを頑張っていただきたいと

思います。 

また、果樹のほうの出荷も７月の中下旬になりまして、プラム、桃、ブルーベリー

と収穫作業のほうが始まったわけですけれども、これからだんだんと農作業のほう

も忙しくなると思いますけれども、仕事のほうを頑張っていただきたいと思います。 

それで、７月に入ってからなのですけれども、１日の日に事務局の石川さんと会長

代理の上原委員で、東京のミライナタワーのほうで、県内の就職できればいいなと

いう形の中で相談会を開催した中で２名参加していただきました。その報告をまた

後のほうで事務局のほうからお話しいただければと思います。 

それと、７月２０日の日ですか、長野市のほうで地域計画策定シンポジウムという

ことで、これも事務局の石川さんと会長代理の上原さんと私と３名で長野市の柳原

の東部文化ホールというところで、６市町村の代表の方が委員会の取組状況につい

てということで発表されました。当町として私、会長が９分程度ということで、事

務局のほうに原案を出していただきまして発表してまいりました。 

今月はその程度ということで、今日はお忙しい中、皆さんありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

会長代理 山本会長、ありがとうございました。 

それでは、議事の進行を引き続き山本会長、よろしくお願いいたします。 

 

＜議事録署名委員の選任＞ 

議 長  ４番の議事録署名委員の選任ですけれども、今日は 

  ９番   湯本 浩 委員 

 １０番   藤浦忠広 委員 

お願いいたします。 

 

＜議事＞ 

議 長  それでは、５番の議事に入りたいと思います。 

（１）報告第１５号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、事務局

より説明をお願いいたします。 
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事務局  １ページ目をご覧ください。報告第１５号 農地法第３条の３第１項の規定による

届出について、今月２件です。 

１件目は、農地所有者、○○の○○○○、相続者、○○○○、対象農地、大字佐野

字○○○○○○○－○、現況地目、畑、現況面積１３６平米、あっせんの希望はご

ざいません。 

２件目です。農地所有者は○○○の○○○○○、相続者、○○○○、対象農地、大

字夜間瀬字○○○○○、ほか３筆、現況地目、畑、現況面積６，８０４平米、あっ

せんの希望はございません。 

以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。報告事項ではありますが、質問事項がありましたら挙手

願います。（なし） 

ないようでしたら、次に進みます。 

（２）議案第１９号 農用地利用集積計画の承認について、事務局よりお願いいた

します。 

 

事務局  資料５ページをお願いします。 

議案第１９号 農用地利用集積計画の承認につきまして、今月、新規設定が６件、

再設定が２件の計８件です。 

１件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○

○、設定する農地、大字佐野字○○○○○○－○、現況地目は畑で、面積が１，６

２３平米、利用権の種類は賃借権で、１０年の設定でプラムの作付を予定していま

す。賃料は１０アール当たり７，０００円の再設定となります。 

２件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、

設定する農地、大字佐野字○○○○○－○、現況地目は畑で、面積は３，７２１平

米のうち２，４００平米、利用権の種類は賃借権で、１年の設定でリンゴの作付を

予定しています。賃料は１０アール当たり２万円の再設定となります。 

３件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○○○○○○○○○○○、設定する

者が○○○○の○○○○、設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○－○、字○

○○○○○○○－○、ほか３筆、現況地目は畑と原野で、合計面積が１万９，５９

０平米、利用権の種類は使用貸借で、２０年の設定で採草地を予定しています。賃

料は無償の新規設定となります。 

４件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○○、設定する者が○○○の○○○

○、設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○、現況地目は畑で、面積が１，６

７４平米、利用権の種類は使用貸借で、３年の設定でそばの作付を予定しています。

賃料は無償の新規設定となります。 

５件目ですが、設定を受ける者が○○○○の○○○○、設定する者が○○○の○○

○○○、設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○、○○○○－○、現況地目は

畑で、合計面積が１，２０７平米。利用権の種類は使用貸借で、３年の設定でそば

の作付を予定しています。賃料は無償の新規設定となります。 

６件目ですが、設定を受ける者が○○○○の○○○○、設定する者が○○の○○○

○、設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○、現況地目は畑で、面積が１，６

２８平米、利用権の種類は賃借権で、３年の設定でそばの作付を予定しています。

賃料は全体で１，２００円の新規設定となります。 

７件目ですが、設定を受ける者が○○○○の○○○○、設定する者が○○○○の○

○○○○、設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○－○、現況地目は畑で、面
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積が５５４平米、利用権の種類は使用貸借で、３年の設定でそばの作付を予定して

います。賃料は無償の新規設定となります。 

８件目ですが、設定を受ける者が○の○○○○、設定する者が○○の○○○、設定

する農地、大字佐野字○○○○－○、○○○－○、現況地目は畑で、合計面積が３，

６９９平米、利用権の種類は賃借権で、５年の設定で桃とリンゴの作付を予定して

います。賃料は、桃については全体で１万５，０００円、リンゴについては全体で

３万２，０００円の新規設定となります。 

以上８件につきまして承認をお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

それでは、１番の案件の補足説明から始めたいと思います。補足説明を小古井委員、

お願いいたします。 

 

小古井委員 ○○○○さんですけれども、おととしまではこの畑はブルーベリーをやっていた

のですけれども、去年プラムに変えまして、主に後継者がやっているという形です

ので、何の問題もなくやっているというような気がしますので、大丈夫だと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

それでは、２番の案件ですけれども、私のほうから補足説明をいたします。 

○○○○さんなのですけれども、今、一人で農家をやっているということで、畑の

ほうの管理が間に合わないということで、○○○○さんが引き受けて作付されてお

ります。○○さんのほうは、数年前に長男も就農されまして、ある程度規模拡大と

いうことでやっております。再設定ですので、よろしくお願いいたします。 

この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

３番の案件について、下田和浩委員、お願いいたします。 

 

下田委員 ○○○○さんは○○○○○○○○に遊休農地を出さないという趣旨の下、採草地を

やっていただくということで、実際、現地では採草地となっておりまして、以前か

らこれはもう利用権で設定はされていたのですけれども、種類がここで変わりまし

て使用貸借ということになったので、新たに新規ということになりました。以前か

らやっていることなので、問題はないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。３番の案件について質問のある方は挙手願います。（な

し） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

４番の案件を、同じく下田委員、お願いいたします。 

 

下田委員 ○○○○さんは、○○○出身で○○○で○○○○○を営んでおります。○○○には

主に年１回帰って草刈りする程度ということで、これも以前からやっていて、今回

使用権の種類の変わったということで、使用貸借ということで新規になります。○

○○○○さんは○○○○○○○○の所属で、○○○○○として担当としてそばとい
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うことでやっているということであります。これも引き続きの設定ということであ

りますので、問題はないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

５番、６番の案件について、福井委員、補足説明をお願いいたします。 

 

福井委員 ○○○○さんは、○○○○○○○○でそばを栽培しております。○○さんなのです

けれども、以前は○○○○○○さんのつながりだったのですけれども、高齢でもう

できないということで管理のほうを返しまして、○○さんがやられることになりま

した。○○○さんなのですけれども、○○○○○○○○で発足当初からということ

で大きなものは来てやります。○○○○さんに関しましては、高齢でできないとい

うことで、自分用にだから問題はないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。５番の案件について質問のある方は挙手願います。（な

し） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

６番の案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

７番の案件について、同じく福井委員、補足説明をお願いいたします。 

 

福井委員 ○○○○さんは○○○○○○○○の会員ということで、今回規模を拡大しようとい

うことで考えておりましたところ、○○○○○さんが親から相続した土地があるの

ですけれども、会社勤めで手が回らないということで○○○○○○○○にというこ

とになりました。現地につきましても、きれいにもう種まきも終わっておりまして、

問題はないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

８番の案件について、私のほうから補足説明をさせていただきます。 

○○○さんなのですけれども、高齢ということで規模を縮小されているわけですけ

れども、○○○○さんが引き受けたわけですけれども、２年ほど前から違う方が作

付されていたわけですけれども、その方も高齢ということで２年ほど前から○○○

○さんが栽培されているわけですけれども、ここで申請を出したということで、管

理のほうは徹底されると思いますのでよろしくお願いいたします。 

８番の案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

本日の案件は、以上で終わりといたします。ありがとうございました。 

 

会長代理 山本会長、議事進行、ありがとうございました。 

それでは、６、その他ということで、事務局より説明をよろしくお願いいたします。 
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＜その他＞ 農業経営基盤強化の市町村基本構想の見直しについて 

      令和５年度北信州農村女性のつどいの出欠について 

      農業委員会卒業旅行について 

      農用地利用状況調査（農地パトロール）について 

 

会長代理 以上をもちまして、第７回山ノ内町農業委員会定例総会を閉会といたします。あり

がとうございました。 

 

 

閉会 午後１６時２８分 

 

 

 

上記の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

議  長 

                        

 

 

署名委員 

                        

 

 

署名委員 

                        

 

 


